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裁
判
例
の
な
い
N

い
は
、

と
き
と
午
：
に
う
し
た
判
例
hv法
人
μ
の
趣
旨
を
了
分
に
は
問
解
三
、
い
な
い
と
思
わ
ピ
一
る
を
惇
な
い

も
の
も
段
託
さ
れ
る

川
内
え
立
、
次
の
よ
う
に
げ
た
べ
る
協
戸
及
川
苧
件
の
第
一
一
帯
料
決
戸
太
政
地

N
f
或
一
一
一

九
一
労

H
九
八
九
り

八
へ
し
再
ハ
ィ
う
そ
れ
で
あ
る
。

ぷ
J

俄
品
川
準
法
宍
三
条
一
現
行
内
労
慨
突
門
川
法
一
一
条
一
は
、
づ
夜
長
税
別
で
定
め
る
茶
準
ヒ
止
し
な
い
労
掛
開
条
件
L
U
主
主
的
る
労

償
提
約
は
同
ノ

F
m部
汁
い
つ
い
て
は
蛇
効
と
す
る
υ

こ
の
埼
ゃ
に
お
い
て
‘
証
川
引
し
ど
な

7一ー一部一分は、
枕
菜
採
刑
で
J

止
め
る

L
t準
に

ヒ
る
』
勺
口
｛
℃
め
と

冗
ー
末
、
労
働
条
件
は
、
労
働
円
と
使
用
苔
が
、
対
社
な

v
m明
い
お
L
l、
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
一
段
行
の
労
働
梨
約
法
三
条

項
）
子
、
批
長
規
肢
は

労
倒
γ刊
の
労
品
開
条
件
に
つ
い
亡
、
統
一
的
か
っ
画

的
！
日
決
定
す
る
た
め
に
（
A
F↑
的
：
｛
疋
め
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
式
抗

そ
の
山
川

fJは
ん
理
的
な
も
の
に
す
る

P

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ノてーして

労
働
某
準
法
九
一
丸
木
は

け
法
一
八
九

炎
、
九
心
条
計
二
九
一
月
及
び

一
い
一
八
九
〈
の
谷
規
定
と
あ
い
ま
っ
4

一M
共
同
担
則
の
川
一
む
の
九
日
制
YJ
性
を
h
」
保
す
る
た
め
に
、

い
h
υ
A
U
v
f
7
ぬ
白

律
的
効
心
会
一
定
め
ん
｝
も
の
と
解
事
れ
る

ire 

一の♂」
y
↑
に
出
ム
r

す
と
、
武
岩
夫
規
則
に
定
め
ム
れ
と
労
働
久
人
件
の
基
準
ぷ
り
小
利
益
な
労
働
条
件
に
つ
二
、
は
、
労
働
嘉
約
九
土
綜

給
す
る
カ
リ
ザ
へ
は
就
業
境
則
を
古
更
し
な
い
限
h

川
、
官
々
の
け
J

併
昌
子
そ
の
労
俄
粂
件
を
内
容
、
と
す
る
労
働
史
約
を
締
結
し
式
場
ム
に

お
れ

C
Z
J
、

就
業
税
刻
に
｛
疋
ー
の
る
長
準
に
よ
る
も
旬
、
と
解
す
れ
川
の
が
担
ヰ
ー
で
あ
フ
で

一
〉
、

l
i
F
：
j

：3
a
E
jユ
｝

f
f
1
7
布
話
副
パ
刀
ト
ネ

L
乙
鍾
す
J
L
J
hリ

そ
う
す
る
と
‘
使
用
ヰ
引
い
か
労
慣
V
白
ド
不
利
掃
な
芳
樹
条
件
J
Z
J止
め
る
就
ぷ
焼
山
ド
変
更
す
る
に
ム
「
ど
り
、
官
々
の
労
働
昌
が
同
党

市ん

μM17一
日
し
と
埼
舎
に
お
い
て
も

そ
の
こ
と
か
ら
直
tJ
じ
r
オ
働
条
件
？
の
九
討
が
同
変
更
役
九
日
抗
議
塀
刻
の
ハ
J
む
に
夜
更
さ
れ
る
と

認
此
と
よ
い
）
リ
H
P
F
C
A
J

－－な
L
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時
か
に
、
伎
町
告
が
、
労
働
vや
と
ん
は
立
す
る
こ
と
な
’
＼
引
札
業
対
則
を
必
同
ん
す
る

F

と
に
よ
っ
て
、
日
付
悔
彰
一
約
の
門
告
で
あ
る
、
句

働
条
件
を
労
働
者
向
不
利
益
ト
夜
間
寸
る
こ
と
は
、
そ
の
訟
買
が
ヘ
ロ
型
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
原
則
と
1

三
弘
前
さ
れ
な

い
と
制
刑
さ
れ
る

現
γ
し
の
方
的
早
（
？
μ
法
責
条

ハ
＼
弘
常
本
文
芸
山
）

υ
L
P
L、
L
し
記
の
説
示
い

mhヲ
j
、
こ
の
F

一
ど
を
も
っ
て
、

使
用
者
が
、
労
働
者
と
ハ
問
で
就
業
税
引
に
お
け
る
労
働
条
件
の
河
が
を
木
利
益
に
を
更
す
る
こ
と
に
合
意
手
与
す
れ
ば
、
当
机
に

ガ
間
条
件
丸
内
、
台
H
V
就
業
規
則
心
不
川
刊
誌
分
－
4
J
廷
の
む
の
jh
な
る
と
ま
で
認
め
す
る
こ
と
は
で
き
長
い
一
ハ

変
更
さ
れ
た
就
茶
規
駅
へ
の
同
意
ど
刺
殺
涜
慌
の
竹
人
件
と
は
問
ハ
な
る
労
働
条
件
へ
の
同
窓
j

一C
は

っ
た
く
法
、
っ
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』
も
か
か
わ
ら
ず
、
／
口
の
戸
時
判
例
は
こ
う
し
と
追
い
を
半
戸
大
ト
強
制
す
る
も
の
と
在
U
J
P
K
L

る

ム司
d
z

に
よ
る
労
働
条
件
の
変
更
じ

就
業
規
則
の
治
久
市
ん
に
よ
る
そ
れ
と
を
あ
ま
い
川
に
卦
引
然
と

4
7♂
分
け
た
が
止
め
に
、

役
者
）
一
は

L

訓
告
が
含
ま
れ
な
い
か
の

t
う
に
読
め
る

労
働
契
約
法
的
法
定
内
叫
！

γち
同
時
は
あ
る
と
は
い
え
、

p

れ
で
は
い
く
ら
刊
で
そ
符
て
も
無
駄
と
い
う
二
と
に
な
り
か
ね
な
い
け

z
d

れ
ゆ
え
、

記
事
件
の
拝
訴
審
判
決
（
ト
人
阪
高
判
以
成

円
号
へ
一
員
一
が
「
抗
議
規
則
の
変
史
に
労

一
人
労
判

楠
向
者
の
一
円
骨
、
に
関
す
る
判
示
部
一
片

般
論
）
を
次
の
で
つ
に
改
め
之
の
J
N
当
然
で
あ
っ
た

社章夫＜jljに持する党書

万
倒
契
約
法
令
ハ
条
は
「
ム
い
苦
原
則
を
抗
議
規
則
の
変
更
い
J
る
品
心
的
条
川
町
円
安
買
と
の
州
阿
保
で
規
定
す
る
ム
の
ご
あ
る
コ
同
条
一
小

h 
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f司、

／
ご
ハ
ソ
メ
i
リ
刀
刊
す
打
ヘ
レ
「
し
と

C
I－
－
角
干
十

品
川
偽
者
HF
日
明
引
い
で
も
労
働
長
行
の
廷
吏
い
つ
一
い
ご
｛
止
め
丈
前
菜
規
則
に
何
百
す
る
一
～
と
に
よ
っ
一

て
、
労
俄
条
件
生
更
が
j
d
能
と
な
る
一
｝
と
が
日
斗
か
九
一
る
一
υ

そ
し
て
同
法
九
条
と

行
一
条
を
ん
i

わ
せ
る
と
、
就
業
提
出
内
五
川
叫
ん
川
変
更

は
、
そ
れ
に
岡
子
し
七

F
P

力
働
者
に
は
同
法
九
条
じ
」
っ
て
拘
京
心
が
投
ぴ
‘
反
対

1
た
労
働
昌
に
は
同
法

。
条
に
工
っ
て
拘
束
力

が
及
ぶ
も
の
と
す
る
こ
と
を
同
法
は
想
1
4
し、

そ
し
て
記
の
迎
旨
か
ち
し
て
、
同
法
九
h
h
に
の
ム
口
三
が
あ
一
た
浪
人
、
人
珪
料
い
や
持
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知
性
は
抗
議
対
則
円
減
更
の
要
件
ど
は
な
ら
な
い
と
解

F
れ
る
t

ど
し
か
に
控
訴
甚
川
同
は
干

れ
に
続
け
仁
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
ち
っ
と
も

F一
の
よ
う
な
任
意
の
認
疋
は
慎
－
m
F
Zめ
る
べ
き

で
あ
っ
仁
、
止
に
、
労
働
者
が
就
業
税
刻
の
を
吏
を
提
一
不
手
れ
ご
刊
二
予
定
地
べ
な
か
っ
た
と
い
一
日
た
こ
と
だ
刊
で
認
定
詰
べ
さ
も
の
で

は
な
い

2
解
。
7

る
の
が
担
当
7
あ
る
c

抗
議
規
則
の
ア
ハ
利
滞
在
更
に
つ
い
て
労
蹴
丹
内
同
意
が
あ
る
場
台
に
合
雌
性
が
要
件
と
し
て
ぷ

め
ら

H
な
い
の
は
前
記
乃
と
お
り
一
と
あ
る
が

ム
ロ
即
位
い
を
z

一
く
就
業
梨
刻
し
つ
い
て
は

労
働
V
白
内
川
忘
を
軽
々
も
認
定
す
る
一
｝
い
し
は

で
き
な
い
」

審
判
決
と
比
較
し
て
、
夕
、
の
結
－
五
が
さ
は
と
大
弐
一
〈
豆
一
な
ら
な
い
も
の
と
な
ツ
七
戸
町
叫
ん
仏
人
組
も
二
ニ
丘
心
万
円
か
一

ι

九ハい

U
万
円
に
減
絵
さ
れ
七
円
す
γ
2
な
い
｝

周
出
も
号
、
こ
h

あ
る

本
件
の
同
時
へ
円
、
ボ
一
職
金
制
慢
の
廃
止
｝
山
中
土
る
都
合
三
凶
）

z
t
A就
業
川
市
取
の
ん
主
（
苧

出
け
で
士
分
の

一
に
減
夜

回

u
p
F装

ま
で
滅
私
献
し
、

回
ヨ
で
廃
止
一

の
う
ち
、
高
え
が
ー
同
意
を
理
由
に
拘
束
力
を
認
め
ふ
た
の
は
お
回
円
安
疋
に
と
と
ま
う
て
い
る
｝

減
額
幅
が
大
き
く
な
れ
ゴ
土
る
ほ
f

叫
ん
判
叶
の
姿
勢
も
お
り
」

qι
／恥

L
く
な
る
c

「ハ任尖
E

闘
に
対
1

〕
地
切
か
つ

I
分
な
説
明
や
し
ん
～

も
の
と
認
め
る
v

一
ノ
は
で
き
」
ず
、
立
の
一
向
山
H

こ
が
為
つ
九
一
と
は
い
え
な
い

一血

E
勺
「
、
M
4
T
口
に
お
い
て
そ
の
で
つ
な
小
利
巧

な
変
更
を
三
け
へ
れ
ざ
る
を
仔
な
い
客
倒
的
山
つ
ム
口
問
的
ん
が
い
苧
僚
が
あ
り
、

従
業
員
か
り
日
議
が
山
ー
な
い
こ
と
が
従
業
員
に
お
い
て
よ
γ

利
益
な
変
更
に
主
に
同
音

L
C
い
る
こ
し
f
一
を
一
不
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
主
匂
よ
う
な
場
九
て
な
い
取
り
、
凡
業
員
の
同
意
が
あ
万
一

た
と
は
い
え
な
い
一
＝
一
同

H
コ
の
よ
う
に
、
？
て
の
斗
訴
も
出
士
重
ね
る
ご
と
い
企
わ
三
一
い
つ
七
の
で
あ
る
。

民
業
員
か
ら
異
議
が
出
な
け
れ
江
、
ふ
れ
ど
け
で
就
業
規
則
内
示
科
益
変
更
じ
h
同
意
し
た
も
の
と
み
な
す
一
υ

三
円
上
、
つ
な
お
便
が

円
折
一
々
と
浪
じ
7

の
は
い
、

位
内
山
中
は

U
く
な
い
い
労
働
条
件
か
↑
ポ
判
益
に
変
更
す
る
以
l
、
そ
の
説
門
司
は
泌
M
W
か
つ
一
対
と
い
え
る
緑
町
一

工
一
れ
t
いf
f行
、
）
一
ざ
つ
し
た
存
力
主
尽
く
」
司
伊
尽
く
さ
な
い
d
i
h

裁
判
の
粘
果
も
い
訴
追
っ
て
く
る

同
意
帝
け
を
と
る
賀
行
の
な
い
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境
｛
疋
の

J

一
お
り
の
山
引
J

ん
判
明
似
及
び
首
FTι
闘
の
丘
町
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
ー
に
～
が
う
f
L

、
原

E
の
μ

成
六
年
五
月
分
以
降
の
呆
ぶ
袷

積
は
原
バ
い
の
ヨ

7
hす
る
と
お
り
に
な
る
か

ι、
原
ιhは
杭
ι

い
に
対

附
山
牛
h

の
有
工
扶
す
る
13Lね
り
の
↓
hp弘
民
会
と
賞
h
h
J
f
ど
詰

求
J
Z
ヲ
石
戸
｝
と
が
で
主
る
と
い
う

F

｝し〆一いかで主
y
Q
U

と
こ
ん
一
が

二
れ
が
羽
疋
さ
れ
た
附
利
三
六
年
中
コ
貯
は
被
古
は
器
楽
で
あ
っ
た
が

被
止
円
は

本
件
h
h
八
ブ
・
退
職
ム
蝿
｛
た
は

の
は
ヲ
の
経
治
状
ω刊
の
殺
変
じ
よ
り
核
合
の
w荒
神
は
構
次
的
な
ふ
小
川
に
揺
り
、
こ
の
よ
？
な
加
と
か
ら

4
件
給
与
・
退
職
金
規
疋
は
そ

カ
効
力
を
吹
っ
と
の
で
あ
り
、
正
行
、
木
作
給
与
唱
滋
地
金
説
J

止
の
と
お
り
の

H
h柄
、
賞
与
の
支
給
を
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
照
背

を
含
め
た
従
議
員
八
い
い
封
が
同
日
ゆ
を

L
て
い
と
首
上
保
し
、

原
台
の
詰
ぷ
に
日
じ
な
｝
、
」

被
川
い
は

八
午
に
現
を
の
ん
汀
以
会
社
に
祖
川
町
叫
替
え
を

L
、
士
い
山
旦
九
州
内
の

1以
～ム｛可

。
一
干
に
個
人
間
高
ト
ど

L
J
制
業
主
れ
、
知
和

円
牛
地
染
色
加
T
L
尖
ー
を
常
ん
で
ム
／
い
て
い
ね
い
川
、

前
町
転
三
一
ぐ
と
こ
ん
か
ら
匝

ch
こ
ろ
に
か
げ
て
い
被
告
の
常
莱
は
繁
盛
し
、
従
業
日
目
J
h

釘
二
一
心
名
雇
用
し
て
い
七
が
、

L
K
り乞火、

一
〈
イ

呉
服
（
町
収

J

一
業
界
的
支
退
と
と
も
い
地
造
的
不
泌
業
種
の
一
つ
と
な
り
、
一
れ
｝
円
し
r
一も

な
い
被
パ
U
P
V
J
肯
定
も
型
化
の

ヘ
店
寺
泊
る
戸
で
つ
に
な
コ
た

：
i
l

－－

y
 

t
ー
ォ
1
t

昭
和
五
六
年

円
一
心
刊
の
手
形
の
小
波
事
政
務
止
の

む
伐
に
十
円
前
午
、
以
降
は
業
績
も
悪
化
の
一
途
を
辿
付
、
す
戎
元
年
ぽ
以
降
的
業
法
や
み
る
ノ
、
以
成
一

π年
五
月
a

一
uu
か
ら
川

凶
月
一
一
一
心
円
ま
で
の
誌
の
お
半
、
牛
皮
に
お
い
て
は
、

代十戸
Z
－
か
ら
の
短
期
仙
入
会

k
u
一
り
わ
二

J

を、

白
京
消
費
の
売
ト
げ
に
恨
り
符

え
7
出
品
充
上
高
を
増
や
し
、
民
詩
書
上
は
一
川
万
二
八
f
J
C
内
内
早
宇
ー
は
詩
と
し
に
い
る
の
平
成
二
年
ー
ム
五
月
七
か
り
川
一

1
刈

月一一一

C
日
ま
で
の
問
の
常
業
年
授
に
お
い
て
は
、
代
十
五
日
か
り
の
判
明
朗
仙
人
古
川
L

ハ
三
万
九
九
ヘ
八
円
改
ぴ
取
締
役
均
出
ド
松
枝
か

ら
の
担
問
問
借
人
主
二
九
五
パ
一
円
を

い
ず
れ
も
白
朱
消
普
ハ
カ
売
上
げ
じ
振
れ
存
、
ズ
て
商
品
売
L
L
1
H
M
幸
一
階
や
し
、
決
算
書
f
は、

h
M
五、
U
五

川
円
の
黒
字
決
算
と
し
て
い
る
い
山
J

成
三
年
五
一
汀

戸
か
ら
同
相
川
年
川
一
三
二
戸
一
日
ま
と
の
間
内
山
一
ド
内
需
年
度
に
お
い
ど
は
、

代
土
令
官
に
つ
い
て
の
未
払
費
用

（
ハ
ド
川
川
門
を
、
，
h
京
消
費
出
河
口
に
譲
り
1
4
L
ん
て
出
口
出
光
い
同
」
乞
増
ヤ

L
、

へ
市
川
崎
未
弘
分
〆

t～ 
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決
算
書
上
は

二
山
七
円
の
問
点
半
決
μ

】
月
刊
二
し
て
い
る
）

ノ、
ノJ

中
北
囚
午
白
月

け
か
九
パ
円
口
行
囚
月
三
一
ハ
ハ
J
H
u
t
で
の
出
の
世
尖
年

授
に
お
い
て
は
、

野
P4
松
波
か
ら
の
短
期
日
旧
人
全
同
二

刀
一
一
一
心
ひ
っ
一
ヲ
ゼ
、

円
五
消
費
の
売
上
げ
ド
撮
り
官
庁
え
て
商
品
売
上
げ
を

増
干
し
、
以
持
辛
口
上
は
八

U
九
六
団
六
円
円
単
字
決
詩
と

L
C
い
る
η

平
成
ー
ム
五
年
ム
計
ロ
ペ
一

E
か
り
川
六
年
刈
月
一
〈
U

七
ま
、
の
問
の

営
業
4
慢
に
お
い
て
は

三
万
円
を
、
自
家
消
叫
買
の
売
上
げ
に
採
川
甘
え
て
商
品
充
ト
品
を
増
わ

ηー
や
松
件
以
か
ら
の
岡
山
間
借
入
全

L

丸
山
世
界
書
上
は
じ

jh九

ア
バ
ー
士
川
円
の
黒
字
社
一
一
と
し
て
い
る
コ
成
六
年
一
九
一
戸
一

V
F
い
か
ら
同
七
年
刊
戸
ヲ
三
三
七
ま
で
の
凶
作
常

業
年
岐
に
お
い
て
は
、
現
旅
で
あ
る
被
古
役
員
か
ら
の
情
入
金
は
な
；
刀
つ
七
が
、
院
代
表
呂
の
？
｝
野
本
陣
司
の
死
亡
保
険
企
一
一
六

一
々
j

九
一
一
内
川
市
雑
収
入
と
し
て
計
上
さ
わ
た
～
も
か
d
わ
ら
ず
決
込
書
ー
は
八
一

Jj 

一
一
一
九
六
円
の
赤
字
決
算
と
な
う
て
い

Z
2
こ
の
ト
「
つ
な
こ
と
治
h

っ
、
被
告
は
判
玲
叩
叫
ん
伝
に
止
る
か
も
知
れ
な
い
司
川

γめ
件
、
従
業
民
も
同
名
、
原

L
ぃ
混
戦
し
て
以

降
は
土
名
し
に
ふ
れ
川
、
こ
の
託
業
ロ
闘
に
よ
コ
て

T
つ
じ
て
い
げ
業
を
縦
続
し
て
い
ノ
ゅ
状
況
に
あ
る
ヲ

と
こ
ろ
で
、
本
件
給
与
・
店
職
金
制
一
4
は
、
被
ヨ
け
の
現
代
表
告
の
夫
亡
一
計
ト
ト
怜
司
の
iL
父
計
木

Z
iト
久
郎
郎
が
代
表
告
の
時
代
に

制
定
論
行
ぜ
ん
f

の
で
あ
る
カ

」
の
山
一
戸
町
の
被
ζ

い
の
に
業
は
前
記
り
と
お
り
繁
盛
し
て
い
る
状
、
山
に
あ
B

て
、
古
規
た
り
て
お
れ

の－
uu
鈴
の
尖
胞
は
句
作
一
賞
与
の
ヌ
拾
を
寸
る
こ
こ
も
可
殺
で
あ
っ
〉
子
、
そ
の
九
段
の
前
記
の
検

E
の
系
議
型
化
、

／
一
り
わ
け

T
必
不
渡

り
半
此
誌
と
の
危
機
に
五
日
粧
し
た
以
降
い
は
古
川
規
定
の
こ
お
り
の
且
拾
の
だ
悩
疋
び
員
与
の
支
給
子
関
誌
と
な
り
、

F

の
て
つ
な
状
況

社章夫＇jljに持する党書

現
代
表
計
円
安
亡
昨
ド
体
汁
が

F
成
一
札
年
七
月
に
舷
心
q
z
z
で
倒
れ
、

は
そ
の
持
、
も
改
金
口
さ
れ
る
？
と
は
な
：
、

同
2
牛
一

刀
に
Jh
江

L
、
こ
の
い
？
定
例
代
表
者
の
妥
で
あ
る
刻
代
表
者
が
引
先
制
和
い
て
以
涛
は
右
恒
河
川
疋
の
と
お
hノ

η
昇
給
力
安
い
加
は
勿
論
η
一
～
色
、
立
与

の
支
給
も
基
本
給
の
ヘ
〉

な
い

L
0
・
一
か
月
分
程
度
jh
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
、
同
党
支
者
は
、
本
件
給
与
・
ロ
回
戦
pf
規
定

カ
存
在
一
万
ら
を
市
土
門
と
の
本
件
紛
争
発
生
ま
と
知
ら
な
か
っ
ー
た

U

他
方
、

原
告
を
今
川
め
た
従
業
員
全
員
は
、
被
土
門
が
f
口
の
仁
う
な
rH染
川
尻
態
に
め

d
J

た
こ
と
か
ら
、
純
情
の
右
の
」
う
＆
措
置
に
対
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二
、
規
定
の
い
一
お
り
の

の
実
阻
止
び
詰
U
J
の
工
給
者
要
求
一
た

T

」
ど
も
な
か
コ
た
っ

な
お
、

原
告
は
、
ん
に
し
に
業
キ
担
ど
ぜ
て
い
と
が
、
間
相
内
ヒ
年
ァ
」
ろ
か
ら
河
内
七
忠
一
ろ
ま
で
の
問
、
経
巴
関
係
者
誇
を
も
相

心

W
I
1
－
レ
ル
ア
ん

｝
と
が
あ
町
、
拠
出
の
業
績
う
不
振
一
、
あ
日
た

p

と
は
十
一
公
に
却
F

一ω
こ
と
乃
C
J
H
J
G
立
場
に
あ
っ
た
υ

TJ1’
万
一
事
す
ん
に
よ
る
と
、
事
件
給
与
－

h
一
戦
令
指
｛
か
の
砧
〆
小
さ
れ
p

当
日
け
の
被
告
の
w
q
H
業
は
点
茶
状
況
に
あ
っ

1
1

〉

3u

～Ej
j

グ

ヂ

メ

グ

と
お
り
の
昇
給
を
丈
地

L
、
M
H
与

T
支
給
す
る
こ
と
む

1
4恥
一
じ
は
あ
っ
と
が
、
そ
の
刊
日
の
被
告
の
長
絹
の
烹
化
、
と
り
わ
け
、
問
杓

五
六
件
斗

一
月
一
ハ
、

E
の
手
形
ぷ
波
事
位
発
生
内
危
機

μ
直
闘
し
て
以
帯
内
業
績
は
主
化
力
一
人
出
を
刈
る
よ
〉
も
な
り
、

こ
の
L

「？っ

な
二
と
ず
っ
白
川
百
定
の
と
お
り
の
昇
給
の
い
ス
ル
山
疋
ひ
員
与
の
支
給
は
庇
雑
な
状
況
ト
〆
な
り
、

こ
の
rhh
っ
た
杭
討
は
向
に
武
書
さ
れ

u
o
J

、
羽
代
表
者
が
将
け
山
を
引
き
絞
い
だ
以
狩
り
い
円
給
の
空
入
誌
を
人
工
く
し
な
い
よ
っ
」
な
っ
た
ば
か
り
か
、

貸
与

u
つ
い
て
も
保
か
の

支
給
に
止
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
い
川
、
従
菜
H

れ
は
、
こ
の
よ
う
な
被
行
の
併
営
状
況
を
知
J
J
t
L
た
た
め
と
革
一
千
円
れ
る
が
、

被
己
的
七
円
よ
4
な
抗
日
間
）
～
対

L
何
ら
の
安
五
件
J

を
し
な
か
、
た
と
い
う
の
で
あ
ど
。

そ
う
寸
？
の
に
、

市山
ι
ー
を
も
含
め
た
従
業
民
ム
民
辻
、
阪

U
J
μ

右
規
定
の
と
お
り
の
－
U
J
た
の
実
施
を

L
n
h
い
F
L
L
f

一及

υ賞トハ
J

内
支
給

を
し
な
い
こ
ど
を
桁
献
の
う

ιいい
J

取
引
仙
」
て
い
と
、

す
な
わ
ち
、
黙
小
の
本
ア
詰
が
し
ご
い
た
と
い
う
こ
こ
が
で
き
る
一

L
P
が
っ
て
、
こ
の
日
に
悶

1
る
Jhι
口
の
土
j
j
j

以
に

る
ァ
」
！
っ
三
な
る
の
で
、
凶
ハ
ι
じ
め
一
同
店
は
阻
土
一
が
な
い
」

v

合
ふ
！
？
〕
、

世
の
中
に
は
、
労
使
朝
日
仰
の
刈
主
が
ら
み
＼
就
業
民
刻
の
変
更
に
よ
っ
て
す
働
条
件
を
金
更
す
れ
で
、
ご
う
事
変
上
直
線
右

ケ
ー
ス
ち
点
り
位
す
る

手
、
し
て
、
そ
の
よ
う
な
培
行
じ
も
「
黙
示
内
同
意
ス
i
I
E）

の
青
虻
が
判
析
の
14r山
め
一
丁
と
な
り
得
る
こ
と
を

H
聞
か
ら
認
め
ど
も
の
に
、
次
内
ょ
っ
に
述
べ
る
軒

E
火
災
海

f
保
険
、
伊
藤

J

事
件
の
最
高
裁
判
決
戸
以
前
二
小
判
ヤ
伐
六
－

ぜ
判
六
回
一
ヘ
コ
ら

n 

が
あ
る
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トト
v
O
Rヘ叫
J
問
、

原
訴
の
口
頭
弁
古
川
に
お
い
て
、

昭
和
十
円
凶
年
度
か
ら
昭
和
丘
七
年
度
ま
で
の
賃
金
引
ト
釘
を
進
級
笠
草
止
の
基
侮

に
は
算
人
一
な
い
と
の
条
件
の
ー
と
上
主
人
口
寅
辛
引

i
け
に
Jb
ヒ
ァ
匂
二
三
を
組
合
と
〈
川
意
一
た
こ
ど
、
こ
の
こ
と
は
干
の
都
注
悦

i
L
ヘ
を
含
む
す
べ
て
の
詰
議
員
に
周
往
徹
氏
し
に
い
た
こ
と
、
被
L
し
止
口
人
ら
右
各
年
度
の
賃
ノ
U
引
上
げ
は
右
の
条
件
の

τ
で〈一一れ

る
ら
の
で
あ
ゼ
｝
と
を
札
り
つ
つ
賃
上
げ
伶
の
賃
金
を

R
議
を
と
い
一
約
一
出
土
と
な
く
受
領
し
亡
い
そ
の
み
な
」
門
ず
、
支

U
長
寺
内

4

日
明
ぷ
一
お
い
て
、
が
一
聡
す
る
詐
h

に
い
け
し
‘

川
い
一
戦
令
は
町
時
限
時
と
は
な
く
昭
杓
立
三
年
疫
の
本
俸
の
三
践
を
品
川
堤
と
し
て
算
屯
さ
れ
る

も
内

C
あ
る
旨
を
説
引
し
て
い
た
こ
と
な
γ

ど
の
事
支
を
、
一
江
川
ず
る
と
と
も
に
、
十
引
の
事
実
対
日
枠
内
一
、
で
は
、

仏
人
内
治
品
川
主
は

昨
山
花
i
I
Z

／
？
伐
の
本
管
の
月
需
を
基
悦
ど
し
て
見
ー
だ
さ
れ
る
叫
き
で
あ
る

2

討
を
、
一
m
抗
し
ご
い
zra
＝
右
の
十
土
？
へ
の
、
一
張
に
ほ
、
古
事

実
間
以
引
の
下
で
は
、

当
斗
で
打
開
の
足
同
契
約
に
お
い
て
、

町
和
ム

mrー
ば
か
ら
川
和
主
ヒ
ぷ
皮
ま
む
の
賞
八
令
引
世
相
は
混
戦
合
同
定

の
基
礎
に
算
人
し
な
い
己
日
の
山
県
ボ
の
ん
は
主
が
凶
！
4
す
と
）
五
土
つ
亡
い
止
と
い
う
、
主
張
が
住
ま
れ
一
L
い
る
と
僻
寸
べ
き
で
あ
る

上
ブ
て
fuト
r一

ト
告
人
と
組
き
と
の
問
の
ん
J

玄
の
効
！
一
が
士
制
～
長
で
あ
る
被
上
帝
人
に
は
及
ば
な
い
と

f
e
Q原
判
決
の
お
ボ
だ
り
で
は

田
川
否
は
七
の
二
以
内

11一
一
台
ト
つ
い
て
何
ら
の
判
断
を
ペ
J

手
、
ご
ぽ
い
も
の
ζ

い
い
わ
き
る
を
什
悼
会
ド

d
i

～～ぃ「
h
H
B
V
L

ミ
の
よ
い
h

の

吉
崎
ι
4
A
J
f
わ
ど
前
さ
九
る
戸
川
U
H
は
E
E
hが
あ
る

h
f
H

原
判
決
川
市
上
告
人
敗
訴
お
分
は

寸
の
人
ふ
の
論
U
H
に
コ
ド
ご
判
断
す
る
ま
で

も
な
く
呪
骨
／
を
免
れ
な
い
」

社章夫＇jljに持する党書

－
山
刀
情
念
件
の
女
一
史
は
、
労
償
村
山
山
釣
の
締
結
や
品
川
菜
拐
別
の
企
更
に
よ
っ
て
三
九
害
行
、
っ
。
そ
れ
を
例
札
バ
な
き
ル
ル
と
与
え
る
ム
旬
、
さ

も
あ
る
が
、
労
使
帯
同
伊
丹
現
戸
大
は
そ
れ
ほ
ど
素
朴
で
も
単
純
で
も

4
u
n
最
終
的
じ
労
侵
間
三
人
い
長
ヲ
れ
ゴ
、

r
万
俄
協
約
は
ん
阿
川
結
ず
る

そ
九
ま
じ
は
汁
札
業
税
刻
の
宮
市
ん
も
頑
と

L
て
認
め
な
い

礼
士
化
は
変
更
の
回
定
化
に
つ
な
が
り

労
働
組
台
に

と
は
い
つ
も
の
の

こ
の
で
つ
に
与
λ
る
祖
合
も
、

市
交
際
二
い
争
一
い

一
っ
て
ニ
ド
l
h
f却
＼

i

l
ノ

4
1
J？
ー

J乙

つ
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四



一
～
は
、
抗
議
対
則
を
ぜ

Fぐ
た
校
、

労
的
協
約
の
解
約
者
行
つ
b

J

乙
す
れ
ば
と
う
？
一
世
刊
一
一
た
場
合
会
人
寸
め
、
変
更
・
年
幻
一
前
の

就
業
規
則
と
労
働
協
勾
の
掃
定
判
存
は
異
な
ら
ず
、

F

－
れ
ら
の
子
悼
視
さ
に
f
れ
ど
コ
＼
捷
回
一
石
山
労
働
組
ム
門
に
討
ー
ニ
L

変
更
伎
の
坑
長

規
則
に
ん
わ
せ
と
協
約
改
｛
定
の
串
入
れ
を
什
い
い

こ
れ
を
守
的
新
人
い
は
品
川
d

て
け
し
て
い
か
と
仮
’
疋

γ
る、

こ
の
よ
う
に
労
働
協
約
の
解
約

k
抗
議
埠
到
の
変
更
が
一
体
の
ら
の
と
し
て
む
わ
れ
る
場
ひ
と
ち
ら
を
え
い
む
う
か
は
さ
之
、

重
要
企
問
題
F

、
は
な
く
‘

し
た
が
っ
て
、

そ
の
結
論
点
変
わ
ら
な
い
口
常
訟
で
そ
ご
ズ
九
ぽ
、
こ
の
よ
う
し
な
ろ
う
が
、
号
、
つ
は
考
、
λ
な

か
っ
ム
た
け
れ
叶
例
も
あ
る
ー
出
寸
来
て
の
も
の
は
も
う
少
し
惚
擦
で
は
あ
る
も
の
の
、
抗
野
市
一
父
通

三
よ
額
賃
金
保
弘
）
事
件
内
仮
処
一
分

決
定
（
大
阪
地
厚
拓
国
支
決
平
成
田
・
九

一
一
山
一
判
八
一
一
仁
日
九
百
）
市
そ
れ
で
あ
る

決
定
は
次
の
J
，
っ
、
ぃ
、
っ

本
件
労
働
協
約
九
μ
、
情
務
V
H
会
社
が
、
平
凶

一
ん
や
一
七
月
四
日
に
、
組
合

ι対
し
て
、
文
書
に
よ
り
岐
棄
す
る
汗
を
通
告

L
え

こ
と
に
よ
円
、

そ
れ
か
ら
九

C
M
の
経
過
を
も
づ
て
惇
約
也
一
れ
、
失
効
し
た
も
の
〉
い

25G
－
労
働
岨
台
法

わ
ん
京
）
」
c

－
）
か

J

、
下
手
：

J
J
－士、

メ
か
l
i
J

：l
じ

従
前
の
A
L

件
川
万
鈎
渇
約
の
｛
疋
め
て
い
ら
J

山
賃
金
体
五
、
寺
の
労
働
同
日
昨
が
、

叫
判
？
に
的
に
継

な
お
、

殺
す
ィ
て
い
る
も
の
三
解
宇
べ
き
で
あ
る

な
ら
、
労
働
協
約
の
終
了
絞
も
労
働
関
係
を
継
続
ー
ニ
L

い
く
労
働
契
約
乙
ヰ
さ
の
ん
け
型
的
主
円
は
、
就
業
規
則
止
す
の
縞
党
規

社章夫＇jljに持する党書

日
明
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
従
い

依
る
べ
き
吋
充
規
範
が
な
い
問
時
九
に
は

枕
た
な
守
備
協
約
h
J
戊
立
し
ど
り

新
た
な
就
業
組
則
の
部

定
に
よ
る
労
偽
条
件
の
ム
ロ
域
的
改
定
カ
行
わ
れ
た
り
宇
る
ま
で
の
間
以
、
軒
H
T一
的
心
在
来
の
労
働
協
約
ト
の
労
働
条
件
に
徒
、
つ
こ
と

じ
あ
る
と
前
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
ド
お
い
て
は
、
依
る
べ

3
持
充
規
範
が
な
い
か
ら

f
あ
る
円
一

こ
の
山
A

に
つ
き
、
ば
務
昔
ム
バ
什
は
、
補
充
規
範
と
し
て
訴
就
業
梨
刻
は
ず
し
め
る
じ
円
を
で
扶
し
て
い
る
が
‘
も
と
も
と
訴
就
業
耕
刻
は

本
件
労
働
協
川
町
が
矢
対
し
た
が
ら
と
い
っ
て

そ
の
効
り
が
当
計
、
に
夜
活
」
司
る

ヰ
件
守
的
協
約
に
反
し
て
紐
＋
切
だ
っ
た
の
で
あ
り
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こ
こ
に
は
な
ら
な
い
い
て
ミ

－
一
正
十
九
張
は
阿
部
刊
で
丸
、
な
い
τ

ノ
で
工
、
、

本
件
労
働
協
約
が
い
成
＝
午
一
心
月
に
失
効
ょ
て
以
降
、

知
和
ヘ
け
こ
の
交
泌
を
尽
く
1

〕た

i
ご
の
意
立
聡
取
や
労
働
基
γ

準
監
督
署
へ
の
対
出
昇
の
J
u
m
M
の
子
げ
尽
き
を
門
戸
一
て
新
た
に
礼
者
規
制
日
空
疋

的
り
れ
た
こ
と
は
な
い

（
本
作
川
市
川
副
肌
協
約
内
小
人
対
と
い
う
状
況
の
布
一
化
を
踏
ま
、
ズ
て
、
演
務
省
公
社
と
組
合
と
の
問
て
H

J

A

な
全
泌

が
き
れ
た
と
い
う
こ
と
「
句
窺
わ
れ
な
い

し
た
が
司
て
‘
ム
店
時
山
ヰ
引
ム
古
川
刊
と
粗
筋
ん
L

と
の
間
で
新
た
な
一
J

働
協
約
が
給
粘
さ
九
む
！
？

新
h
J

長
就
長
規
則
内
川
判
定
に
よ
れ
労
働
条

件
山
人
h
M門
的
改
定
が
じ
わ
れ
ゐ
主
「
の
同
は
、
労
働
契
約
当
事
白
の
合
m
t
u
r
h
回
出
し
ど
し
て
、
従
前
の
労
働
条
件

川
賞
金
体
系
〕
が

新
た
な
心
労
働
協
約
め
締
結
子
新
た
な
抗
議
規
肢
の
制
？
と
れ
荷
判
官
は
い
と
も
陥
問
中
！
日
い
う
が
、

ど
れ
が
い
ト
ら
な
ら
ざ
る

F
二
h
h
y
L

与
フ
て

2
一
T
7
〉
ノ
、

j

宅
〆
P
ハ
ナ
J
J
b
L
d

才
刀
る

労
働
協
約
は
労
働
組
八
ー
が
け
意

L
F、
灯
れ
ば
締
結
で
き
ず
、
一
志
社
就
装
判
明
則
」
も
、
労
働
協
約
に
違
反
す
る

こ
れ
1

一
山
一
円
～
れ
の
就
業
規
則
主
改
め
て
組
合
じ
提
小
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
3
l
p
九
ら
に

こ
と
を
担
＝
に
u
t
…効
1

一
与
れ
た
日
！
、

L

ろ
ん
で
も

折
守
川
ハ
体
系
ぽ

に
な
い
2

本
件
決
J
t
は
、
そ
の
位
棄
今
一
求
め
て
い
る
と
さ
、
ズ
い
っ
て
」
い
）

ー
；
立
、

jt

i

l

－
！
t

L

V

一i

’

ぶ
作
の
場
合
、
債
務
24L討
が
が
折
寅
辛
体
兵
主
主
債
権
片
笹
川
V
所
属
す

L
労
働
組
合
に
続
出
茶
｝

t

t
れ
や
も
と
に
祈
坑
長

規
則
を
制
定

L
九

J

一
ド
成

年
百
戸
ペ
当
時
、
世
務
者
い
は
本
件
労
使
協
約
（
協
安
一
が
右
効
に
行
統
し
て
い
る
と
の

一
ず
ら
そ
も

、～、
a

J

J
h
v
i
j
九州

J

L

／

と
に
も
開
聞
か
一
干
ー
る
必
要
が
あ
る

J

た
し
か
に
、
本
十
円
の
場
合
、
こ
れ
に
先
行
す
る
同

裁
判
所
内
仮
処
分
社
定
（
大
波
地
岸
和
田
立
決
平
山
一

七

労
れ
速
報

七
ヘ
士
号
一
一
嗣
）
に
お
い
て
、
ヤ
改
i

た
の
汁
に
締
結
九
九
た
本
件
協
疋
は
「
有
効
間
同
を
一
年
同
と
d
る
も
の
で
あ
り
、
債
務
者
が
ぽ

イc
員
九

［
休
系
案
を
提
本
し
ん

i
L

当
時
、
木
件
協
正
は
そ
の
対
江
志
一
夫
っ
て
？
た
と
占
、

二
、
本
行
協
士
市
有
効
期
間
的
正
め
の
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な
u
労
働
山
崎
め
で
あ
ゐ

4
1
1
より、

げ
成
九
午
九
月
か
ら
三
年
え
甘
い
計
一
週
一
え
平
成

二
年
九
丹
を
も
一
っ
て
州
問
満
了
に
よ
り
央
効
t
L

、
za
一
ミ
コ
干
一
司
』
γ
t
J
M
1
1
2
1

↑
J
U
（

V
P
＋
l

岱、

ヤ

ν
3
1ぐ
し
，
b
y

↑l
一一
L2

一JUv
↓
J
ロ
ユ
（

こ
と
ご
と
く
吊
け
ら
れ
て
い
る
一

出
何
一
務
者
は
改
め
ザ

京
件
嘉
疋
に
は

ん
」

ι二
、
刊
〕
九
h
H

りF
l

）りて

阿
川
可
ハ
ソ
モ
b
M
r
（
砂
八
、
、
2

乃
と
し
亡
、

！
i
〈

：

一

；

1
｛

（

十

干

そ
の
剤
約

1
続
五
、
を
と
っ
た
と
も
い

' ,,, 

手一の
J
う
な
い
祉
埠
を
み
る
浪
り
、
会
朴
測
に
者

d

い

落
筏
デ
あ
っ
丈
ど
は
四
品
、
ズ
な
い
。

地
ト
々
、
本
汗
が
労
使
協
約
じ
定
め
る
川
賃
へ
4
体
系
を
就
業
規
制
に
J

疋
め
を
高
く
新
資
金
体
系
に
移
「
U

い
さ
せ
る
退
校
で
起
き
た
、

の
リ
ガ
恨
有
M
w
r
は
あ
ま
れ
例
を
み
な
い
事
件
で
あ
ー
た
ち
）
と
じ
も

U
を

F

一
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
〈

ヰ
件
の
場
九
月
、
労
働
条
件
の
小
一
札
益
変
更
ー
と
は
い
ヮ
て
お
、
そ
の
的
容
は
、
月
間
営
業
収
入
に
占
め
る
月
例
賃
金
と
賞
与
の
サ
ム
？
γ
一

iす

月
間
営
業
収
人
門
店
じ
て
同
行
心
円
長
潟
の
場
合
す
い
何
十
中
川
区
、
ト
ハ
万
円
未
満
の
場
合
は
大
山
弘
、
ハ
コ
ヴ

一
L
f
3
a

ノ、

I
！
日
刀

h

向
上
誌
の
場
へ
門
は
六

%
！
円
そ
れ
ぞ
れ
引
き
h
l

げ
る
と
l

t

っ
比
較
的
軽
微
な
も
の
で
あ
り

仮
に
木
作
が
枕
な
未
認
郎
の
小
科
，
曲
変
更
を

争
主
と

j
る
事
4n
へ
で
あ
れ
ば
、
明
況
次
第
で
は
ー
な
す

E
！円
4
2
坪
性
が
認
め
ら
れ
る
余
摘
も
企
く
は
な
か
っ
た

戸
、
こ
す
れ
守
山

訪
れ

4

注
反
を
坦
一
て
と
制
札
義
規
則
的
証
効
や
い
み
に
は

も
う
少
1

｝
慎
重
で
あ
〉
て
も
よ
か
っ
た
の
で
ほ
な
い

ー人
J

じ
緑
υ

の
類
で
は
あ
ろ
一
つ
山
か
、
什
苧
弄
に
は
そ
う
回
、
λ
て
な
ち
な
い
一

労
働
話
約
を
衛
門
U
J
J
と
つ
も
り
が
、
実
際
に
は
解
約
ご
し
六
そ
い
な
か
っ
と

ぶ
件
の
ぬ
A
J
、
新
！
札
ψ

一
司
規
則

社章夫＇jljに持する党書

は
、
そ
う
し
ぐ
ミ
ス
の
も
と
さ
制
定
を
み
て
“
さ
れ
ゆ
え
、
協
約
が
止
州
市
の
剤
約
手
続
き
を
経
こ
ぺ
人
対
一
：
匂
主
ご
は
そ
の
刻
々
が
否
定

台
れ
た
と
し

C
ら
や
む
を
得
な
い
ハ

L
か
し
、
協
約
が
こ
う

L
ご
失
効

L
た
後
も
、
新
就
業
部
刻
を
艶
効
な
も
の

2
し
亡
級
、
つ
一
｝
と
は

明
ら
か
に
ノ
仁
き
恐
ぎ
と
い
え
る
。

現
市
犬
山
は
川
町
古
川
に
従
い
、
理
論
は
現
主
に
従
う
い
人
間
の
や
品
ご
と
ゆ
、
λ
誤
？
は
あ
る
も
の
の
、

正
削
引
は
そ
の
巾
間
に
あ
る
ο

以
ト
を

要
L
4
3
G
に

」
う
つ
も
い
｝
こ
と
市
む
き
ょ
、
｝

雨
汽
イ
H

J

l

l
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社章夫＇jljに持する党書

小
高
一
聡
「
窃
の
ふ
体
は
小
説
、
古
り
奇
去
り
（
講
訪
れ
七
三
ノ
？
ブ
ノ
ク
ス
、
平
成
一
年
）
一
一
民
を
参
照
、

71

「
叫
以
来
江
は
、
そ
の
読
力
と
い

7
け
で
は
、
司
法
と
就
業
規

3
1
一τ叫
J
A
l
p

－7

匂
苦
境
可
持
出
ー
ニ
k

い
た
ー
と
い
、
1

こ
と
も
で
主
る
一
ん

山E7
前
出
主
り
ド
1
一
一
一
己
υ

一
一
三
た
だ
し
、
学
説
内
多

I
P
－
円
上
う
に
与
え
て
お
り
ぷ
に
よ
俗
文
ご
取
パ
け
よ
げ
と
ね
吋
B

裁
判
叫
h

つ
い
に
込
、
う
わ
め
て
批
判
的
で
あ
フ
ワ
υ

準
μ

卜
れ
芝
、
自
生
問
、
河
伐
一
九
年
一
円
、
一
ひ
〈
）
一
一
民
心

γ凡
v
同
点
数
一
己
胡
笠
部
八
ど
を
志
川
〈

一
台
似
た
ば
、
山
内
』
HJ
巧J

担
当
の
改

r恭
一
拝
阿
波
設
会
の
付
議
事
項
！
と
v
v
行
、
い
る
司
1
4
k
J
法
眠
、
へ
p
r
h

の
根
拠
規
定
L
：
〕
亡
、
耳
立
大
学
法
人
法

一
O
K
K
凶
理
一
ロ
J
そ
告
任
、

ω
b
v今
、
い
折
口
出
以
手
主
的
支
給
T
J
J
異
な
る
税
増
の
げ
γ外
施
＝
ほ
；
お
け
る
時
尼
L
一J
J
d
l
一
決
ま
コ
た
と
き
な
い
」
ー
は
、

改
正
千
玩
主
力
ャ
れ
い
問
に
台
わ
な
い
ヤ
」
い
っ
た
事
前
vth
！
？
ハ
，
ド
与
え
l

れ
る

一7

わ」
4NEは
か
て
一
＼
故
山
間
J忙
の
況
引
じ
慣
に
一
労
働
協
釘
は
、
引
ι
J
3
力
山
間
協
百
元
地
刊
日
刊
さ
れ
ま
忍
七
品
川
叫
こ
1
q
zゐ
旨
ま
と
め
た
相
」
射
な

ヨ
動
班
長
丸
木
買
の
も
と
で
、
目
的
の
職
長
力
事
↓
大
上
小
川
詑
γ
れ
な
る
（
ヘ
カ
働
組
合
に
一
方
的
b
布
利
な
内
容
の
協
約
一
を
変
世
℃
き
な
く
な
る
｝

と
い
う
事
読
売
経
験
し
ど
こ
と
が
あ
る
ト
こ
つ
し
た
鮮
と
的
事
実
も
、
こ
こ
て
辻
想
起
ヲ
一
必
必
要
が
あ
ら
つ
ご
詳
i
一
く
は
、
小
民
間
「
、
山
品
川
訟
と

そ
円
周
辺
二

J

」
白
夜
r門店

7
u

／
り
法
一
ヴ
一
平
成
年
七
九
－
白
円
以
ト
、
九
同
九
九
頁
守
勢
岳
、
υ

一8

労
働
問
」
引
が
実
効
て
い
‘
乙
ね
、
間
以
HU
に
白
押
止
す
G

就
業
規
川
7
0
レロ4
可
能
と
は
い
つ
。
が
、
労
働
紺
山
門
が
そ
れ
い
じ
は
黒
川
別
収
前
】
は

解
消
与
れ
な
い
と
い
っ
と
主
張
立
証
二
一
ど
る
ニ
ー
と
は

H
L！
？
ズ
て
い
る
。
主
お
、
日
一
酌
を
併
せ
、
宅
千
百
了
の
こ
L
Y
O

一G
L

こ
の
平
成
一
一
平
伏
定
も
、
木
作
協
定
と
抵
触
rv
？
↓
と
合
理
由
と
i
一
て
、
新
就
業
境
川

t
z
効
ー
と
づ
る
も
の
て
は
あ
っ
と
か
、
そ
れ
は

あ
く
王
で
も
木
作
為
主
が
E
効
仁
あ
る
こ
と
を
苛
紅
、
と
し
て
：
一

τ
点、
l
－L

債
務
E
P
り
九
日
一
じ
は
「
円
子
生
ロ
期
間
企
置
い
と
で
署
名
又

は
記
名
押
印
の
あ
る
え
J

一
円
、
も
一
、
大
伴
協
’
ιを
解
約
L
9
9
0
U
H
の
剛
一
人
わ
か
と
さ
れ
た
ニ
と
か
ぽ
わ
わ
2

な
い
」

F

－
と
が
、
そ
ニ
で
は
入
、
沖
協
定

士
有
功

t
jる
哩
由
と
さ
れ
、
い
た
。
つ
ま
っ
、
や
若
者
は
ご
の
此
不
正
脱
党
三
じ
れ
と
、
決
定
の
い
う
剤
約
手
続
き
を
と
う
や
一
〔
実
際
い
も
、

決
定
円
わ
ず
か

U
筒
に
群
約
会
ノ
H

j

f

h

い
る
一
ど
も
考
え
ら
引
る
の
で
あ
る

3

一
同
労
湖
沼
約

r
淳
氏
寸
づ
れ
一
一
一
と
手
哩
出
と
し
て
就
業
規
則
A
M
E
川
却
に
な
る
と
い
わ
れ
れ
ば
、
出
関
羽

A
E
－
－
」
は
爪
品
約
之
ベ
ス
tv
戦
打

Z
る
を
え
な
ノ
、
な
る
へ
そ

ιが
吏
帯
、
の
u晴
氏
民
一
位
と
な
り
、
，

k
以
t
は
出
け
と
い
一
殺
に
な
ベ
川
抱
一
一
う
ド
も
恨
一
け
と
し

y
で
ん
な
机
況
」
守

ぶ
件
の
品
八
円

r

成
一
叫
ん
刊
決
疋
は
つ
く
円
で
し
て
上
ま
〆
た
の
て
あ
乙
－

．、
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一
日
一
一
注
定
的
な
局
r凶
で
こ
そ
、
し
く
じ
勺
て
は
な
f
h

尚
止
へ
索
」
守
犯
し
て
し
ま
、
つ
こ
と
が
、
人
生
に
は
あ
ヲ
ω
」
小
リ
告
太
郎
一
約
束
の

H

安
桁
昔
一
一
弘
誌
F

円
ぺ
丸
小
ん
官
、
心
中
川
胤
一
川
一
作
）
一
七
六
頁
り
そ
れ
が
人
珂
と
い
う
も
の
で
あ
ハ
、

7
1℃
な
ー
よ
ー
し
ミ
ス
を
す
ピ
引
い
人
司
な
ど

し
止
し
υ

一
日
小
高
，
前
持
率
い
庄
三
一
八
八
、
百
九
を
怒
川
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